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（仮称）子ども・子育てサポート等複合施設新築工事 

技術協力業務に関するパートナーシップ協定書（案） 
 

（仮称）子ども・子育てサポート等複合施設新築工事技術協力業務（以下「本業

務」という。）に関して、町田市（以下「発注者」という。）、東畑建築事務所本

社オフィス東京（以下「設計者」という。）と優先交渉権者である○○○○（以下

「技術協力業務受託者」という。）とは、以下のとおりパートナーシップ協定（以

下「本協定」という。）を締結する。 

 

（本協定の目的） 

第１条 本協定は、本業務における発注者が実施した公募型プロポーザル（以下「本プ

ロポーザル」という。）において、優先交渉権者の技術提案書等を選定したことを確

認し、発注者、設計者及び技術協力業務受託者が協力して、発注者と設計者が別途契

約した「（仮称）子ども・子育てサポート等複合施設新築工事実施設計業務委託」及

び、発注者と技術協力業務受託者が別途契約する「（仮称）子ども・子育てサポート

等複合施設新築工事技術協力業務委託」における技術協力に基づく実施設計を円滑に

完成させる上で、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（関係者間の調整、協力） 

第２条 本業務の実施に係る発注者、設計者及び技術協力業務受託者間の調整は、発注

者が行う。ただし、発注者が必要と認める場合は、発注者を支援する業務を行うコン

ストラクションマネージャー（以下「ＣＭＲ」という。）が、調整を行う。 

２ 発注者及びＣＭＲが行う調整に対し、設計者及び技術協力業務受託者は、真摯に

対応し、協力する。 

３ 発注者、設計者及び技術協力業務受託者は、本協定の目的を達成するうえで採用

すべき技術提案の技術的・経済的課題を検討するため、（仮称）子ども・子育てサ

ポート等複合施設新築工事技術協力協議会（以下「三者協議会」という。）を設置

する。なお、三者協議会とは、発注者、設計者及び技術協力業務受託者の３者によ

り組織されるもので、実施設計時に技術協力業務受託者から提案される高度な技術

提案並びに施工実施方針の採否を検討し、採用となった場合は、実施設計に反映さ

せる組織をいう。 

４ 第１項に規定する調整は、発注者が主催する三者協議会において、発注者及びＣ

ＭＲが、設計者及び技術協力業務受託者からの意見を踏まえた上で、関係者間の調

整を行う。 

 

（三者協議会の役割、責任） 

第３条 三者協議会の役割はＰ．４の役割分担表による。 
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２ 完成した実施設計の設計責任は、設計者が負うものとする。ただし、技術協力業

務受託者から提案され発注者により採用された技術提案を実施設計に反映させる等

のため、技術協力業務受託者が確認申請上のその他の設計者となった場合は、技術

協力業務受託者も実施設計への関与度合いに応じた設計責任を負うものとする。ま

た、優先交渉権者が提出した技術提案書又はその技術情報に瑕疵があった場合は、

その瑕疵が原因となり発生した設計の瑕疵については技術協力業務受託者が責任を

負うものとする。 

 

（実施設計段階における技術協力等） 

第４条 技術協力業務受託者は、本協定の目的を達成するため、本プロポーザル時にお

いて提案された技術提案に限らず、更なる技術的提案及び経済的提案に努めるものと

する。 

２ 設計者は、本プロポーザル時において優先交渉権者から提案され発注者により採

用された技術提案だけでなく、実施設計段階における技術協力業務受託者からの更

なる技術的提案及び経済的提案の技術検証、コスト検証を行うとともに、本協定の

目的を達成するため更なる技術的提案及び経済的提案を行うものとする。 

 

（有効期限） 

第５条 本協定は、本協定の締結日から工事請負契約締結日の前日までとする。 

 

（その他） 

第６条 本協定書に定めのない事項については、必要に応じて発注者、設計者及び技術

協力業務受託者が協議して定めるものとする。 
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この協定の成立を証するため、本書３通を作成し、発注者、設計者及び優先交渉

権者が記名押印の上、各１通を保有する。 

 

２０２６年●月●日 

 

発注者 

東京都町田市森野２丁目２番２２号 

町田市長 稲垣 康治 

 

設計者 

東京都港区虎ノ門２丁目３番１７号 

株式会社 東畑建築事務所本社オフィス東京 

常務執行役員代表 阿蘇品 尚士 

 

優先交渉権者 

○○○○ 
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実施設計段階 役割分担表 

業務内容 発注者 ＣＭＲ 設計者 
技術協力 

業務受託者 
特記事項 

三
者
協
議
会 

１ 会議 主催 出席 出席 出席  

２ 会議議事録作成 確認・協力 確認・協力 確認・協力 作成  

３ 課題及び対応リスト 承認 確認 作成 確認・協力  

４ 

技術提案及び VE提案 
(技術協力業務受託者よ

り) 
承認 確認 検証 提案  

５ 
技術提案及び VE提案 

(設計者より) 
承認 確認 提案 検証※ 

※発注者及び設計者か

らの提案及びＶＥ提

案に対する内訳明細

書作成を含む。 

６ 実施設計図書 承認 確認 作成 協力※ 

※技術協力業務受託者

による技術提案やＶ

Ｅ提案等を反映する

必要が有る場合に作

成協力を行う。 

※実施設計全般に対す

る技術検証を含む。 

７ 工事費内訳書 承認 確認 作成 協力※ 

※技術協力業務受託者

による技術提案やＶ

Ｅ提案等を反映する

必要が有る場合に作

成協力を行う。 

８ 工事区分表 承認 確認 作成※ 確認 

※建築・設備・外構・別

途工事等の区分を作

成する。 

９ 
施工実施方針及び施工

計画 
承認 確認 検証 作成  

工
程 

１０ 全体事業スケジュール 情報提供※ 作成※ 確認 確認 

※町田市の会議や意思

決定等のスケジュー

ルを情報提供する。 

１１ 実施設計スケジュール 承認 確認 作成 確認  

１２ 工程表 承認 確認 検証 作成※ 
※発注時期等を含む主

要な工程を記載する。 

コ

ス

ト

管

理

関

連 

１３ 

ＶＥ提案の工事費内訳

明細書によるコスト管

理 

承認 確認 
検証 

協力 
作成※ 

※技術協力業務受託者

がＶＥ提案毎に概算

工事費を算出し、更新

する。 

１４ 
精算見積書 

（明細内訳書含む） 
受領 確認 検証 作成※ 

※実施設計完了後，精算

見積書を見積もり合

わせ時に提示する。 

他 １５ 

発注者にて行う必要な

会議 

（庁内での合意形成等） 

主催 協力※ 協力※ 作成※ 
※必要な資料作成を行

う。 

 
※言葉の定義： 

「主催」：業務内容に伴う関係者間の調整を行う。 

「承認」：資料を受け取り最終決定する。 

「検証」：資料の内容を調査し、是正があれば他者に伝える。 

「協力」：成果物の作成主体ではないが、資料作成に伴う根拠資料等を作成者へ提供する。 

「確認」：資料を閲覧し、発注者要求から明らかに逸脱しているか否かや資料の内容が妥当であるか等

を確認し、結果を他者に伝える。 


